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はじめに 

 
 本会では、平成 19(2007)年の民生委員制度創設 90 周年に際して、「災害時一人も見逃さな

い運動」を提唱し、運動期間終了後も、この運動の主旨である平常時からの体制整備を呼び

かけてまいりました。この運動により、各地の民児協において、災害時要援護者台帳や災害

福祉マップが作成されるなど、その後の災害対応において、その成果が発揮されました。し

かし、未曾有の被害をもたらした東日本大震災では、56 人の委員がお亡くなりになり、多

くの委員が被災するなど、委員の安全確保、災害時の委員の役割、避難生活の長期化のなか

での委員に対する支援等、多くの課題が明らかになりました。 

 それらの課題を受け、本会では、災害時の委員活動のあり方についての具体的な考え方や

留意点を整理し、「民生委員・児童委員による災害時要援護者支援活動に関する指針」を取

りまとめました（平成 25(2013)年 4 月）。その後、改正災害対策基本法（同年 6 月）で、市町

村に避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられ、その提供先のひとつとして、民生委員が

あげられたことを受けて、災害対策基本法と委員活動の関係などについて加筆を行い、第 2
版を発行しました（同年 11 月）。 

 第 2 版の発行から 5 年が経過し、東日本大震災被災地では復興に向かうなかで新たな課題

が明らかになっていること、各地で災害が相次ぎ、災害時の委員活動のあり方を改めて整理

する必要があること、避難行動要支援者名簿の作成がほぼ全ての市町村で完了するなか、名

簿の共有方法や活用方法が課題になっていることなどから、この度、第 3 版となる「災害に

備える民生委員・児童委員活動に関する指針」を作成いたしました。 

 指針の名称を「災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針」と変更したのは、「民

生委員・児童委員も地域住民のひとりであり、自らの安全が最優先であること」、「災害時要

援護者の支援は委員だけが担うのではなく地域ぐるみの取り組みが必要であること」、「災害

時に円滑な対応を行うためには平常時の取り組みが重要であること」を、指針の名称から、

委員のみならず、行政等の関係者にも伝えていくという主旨に基づくものです。 

 現在、地域の状況は地域によってさまざまに異なります。それゆえ、本指針で示している

共通的な考え方をふまえつつ、それぞれの地域の実状に即した民生委員・児童委員、民児協

としての考え方を各地で整理していただくことが必要です。そして、地域住民の命や暮らし

に責任をもつ行政に対し、それぞれが整理した考え方を伝え、連携するとともに、行政とし

て災害への準備を整えるよう働きかけていただきたいと考えています。 

 本会としても引き続き国に対する働きかけを実施してまいりますので、本指針をふまえ、

それぞれの地域での防災対応がすすむよう、各地における取り組みをお願い申しあげます。 

 

平成 31(2019)年 3 月 
全国民生委員児童委員連合会 会長 得 能 金 市
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